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第54回基本計画策定・推進専門委員等会議 

令和７年９月16日 

 

 

○太田議長 ただいまから、第54回基本計画策定・推進専門委員等会議を始めさせていた

だきます。 

 お忙しい中、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、本日の議事と配付資料について事務局の説明をお願いいたします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） まず、議事次第を御覧いただきたい

と思います。本日の議事は（１）第４次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価について、

（２）第５次犯罪被害者等基本計画（案）について、（３）関係府省庁からの報告、の三つ

でございます。 

 続いて、配付資料でございます。会議資料として、資料１－１から３－３までを配付し

ております。それぞれ、先ほど申し上げた議題に関連する資料となります。本日は、この

会議資料のほかに、議論の御参考としていただくため、卓上の配付資料として、前回会議

同様、前回の会議での御意見を踏まえた検討結果を記載した三段表及び前回の会議からの

見え消しの資料をお配りしております。 

○太田議長 それでは、議題（１）の第４次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価に関

する議論を行いたいと思います。 

 まずは、事務局の説明をお願いいたします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） それでは、資料１－１、１－２に沿

って、第４次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価（案）について、御説明申し上げま

す。 

 まず、資料１－１を御覧ください。この資料は、最終的に、来月開催予定の犯罪被害者

等施策推進会議において決定することとなります。第４次基本計画の実施状況の評価案に

ついては、１月の会議で一度御議論をいただいております。その際には、定量評価に当た

って、割合や伸び率を示すなど、評価する上で工夫ができないか、また、課題の記述が甘

いのではないかといった御意見をいただいていたところでございます。そこで、事務局に

おいて、関係府省庁と協議の上、御意見を踏まえて、また、最新のデータにアップデート

するなどして、評価案の修正を行いました。内容は記載のとおりでございますが、４次計

画の実施状況については、毎年、「犯罪被害者白書」という形で国会に報告し、公表してい

るところでございますので、主なものを重点課題ごとに要約する形で記載しております。

各重点課題の末尾には当該重点課題についての評価を、また、評価（案）全体の最後には

総括を記載いたしております。今後講じていくべき課題につきましては、第５次犯罪被害

者等基本計画という形で明らかになっていく部分もあり、第５次計画には重点課題ごとに

総論的な記載も設けたところでございます。そこで、第４次計画の評価としては、これま
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での第５次計画に関する議論も踏まえて、概括的な形で記載をさせていただいております。

加えて、基本計画の評価をどのように行っていくべきかにつきましても、次期計画におい

て検討すべき事柄として総括の中に記載を盛り込んでおります。本日いただいた御意見も

踏まえて、事務局、関係府省庁において考え方を整理させていただき、12月頃の会議で御

議論をいただきたいと思っております。事務局といたしましては、評価のための評価とな

らないよう留意したいと考えているところでございます。 

 続きまして、資料１－２を御覧ください。第４次計画の評価について、ポンチ絵の形に

したものでございます。重点課題ごとに、第１次計画からの取組を振り返るとともに、今

後、第５次計画に実施すべき取組までを一連の流れで見えるようにしたものでございます。

第４次計画の計画期間中に行ったことについて、その位置付けが分かりやすくなるよう、

作成したものでございます。なお、一番右の第５次基本計画の取組の中に、「第５次基本計

画ポイント【③】【④】」といった白抜きの記述がございますけれども、これは、資料２－

１、第５次計画のポイントに対応したものでございます。その資料２－１につきましては、

次の議題の際に御説明申し上げます。 

○太田議長 それでは、第４次犯罪被害者等基本計画の実施状況の評価について御意見の

ある方は、いらっしゃいますでしょうか。 

 正木構成員、お願いします。 

○正木構成員 まず、１ページのところで、これは質問ですが、作業報奨金の送金状況の

表について、令和６年は飛躍的に増加しています。この原因について、分かっていること

があれば教えていただきたいと考えております。 

 次は、６ページ、休暇制度についてですが、認知度について表がございます。第４次計

画については、周知・啓発をすることが目的になっているわけですが、周知・啓発をした

結果、導入していただくことが最終的な目的だと思っております。周知した結果、よく分

かっている人が100％になったとしても、どこも導入しなければ意味がないわけですので、

やはり、最終的な目的としては、導入をしていただくということになろうかと思います。

それで、下のところの総括の評価を見ると、導入の検討が行われなければならないという

ふうに結んでいるわけです。そこで、どの程度の導入になっているのか、周知と導入の乖

離がどれぐらいあるのかというのは重要なポイントだと思うので、導入率は表にして記載

する必要があるのではないかというのが、意見でございます。 

 次は、同じページの評価のところですが、第２パラグラフで例示として、「損害賠償命令

等の利用促進に向けたその周知等」を取り上げているところ、損害賠償命令について周知

が必要であることを否定するのではないのですが、常々申し上げていますように、問題点

は、制度の欠陥と言っていいのかどうか分かりませんが、制度に問題がある点が多くて、

なかなか利用しづらいところがあろうかと思います。そういう意味において、周知は重要

ですが、制度における問題点の改善がより重要ですので、損害賠償命令の利用促進につい

ての周知だけを特出しするのではなくて、もう一つくらい、ほかにも特出しするものを上
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げていただきたいというのが、意見でございます。 

 次は、９ページの評価のところ、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援セン

ターについてですが、いろいろ、前進、推進したということはここに書いてあるとおりだ

と思います。ただ、第４次計画ではなかなか、男性に対する被害や、性的マイノリティー

に対する被害についての体制は十分ではなかった。第５次計画では、そこをきちんとやっ

ていきましょうということが盛り込まれていると思います。総括のところでも、今後、男

性・性的マイノリティーについての支援が重要であって、そこについても検討しなければ

ならないというような文章を書き込んだ方がいいのではないかというのが、意見でござい

ます。 

 次は、10ページの表について、刑事施設については受講開始人員が書かれていて、少年

院については受講修了人員の表になっているわけです。ここを区別している理由は何なの

か。本来的には受講修了人員を書いたほうがよろしいのではないかと思うのです。ただ、

この制度は始まって間がないということで、刑事施設においては、受講修了人数ではなか

なか統計が取りにくいということもあるのかなと考えたりしております。それならば、注

記をするなどの必要があるのではないかと考えておりまして、何らかの説明をしていただ

きたいというのが、意見でございます。 

 それから、11ページの評価の部分では、被害者等に対する理解を増進させることや、二

次的被害を防止することが上がっているわけですが、職員に求められるものとしては、こ

の二つだけではなくて、心情を聴取したり、伝達したりする能力、これも非常に重要だと

思いますので、職員の、心情を聴取したり、伝達したりする能力というのも取り上げてい

ただきたいと思いました。 

 それから、最後の16ページの全体的な総括のところで、国民の理解の増進が真ん中辺り

に書かれていて、これは大変重要なことだと思いますが、今後、第５次に向けて、企業の

理解をいただくことによって、施策が随分進んでいくと思うのです。企業を動かすのは何

といっても国民の中では投資家だと思うので、投資家への理解、企業への理解についても、

第５次計画については配意していただきたい。ここは書いていただく必要はないかもしれ

ませんが、配意していただきたいというのが、意見でございます。 

○太田議長 質問も入っていましたので、まず一つ目、作業報奨金が令和６年に増えた理

由について、法務省、お願いいたします。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 幾つか法務省関係の御質問等をいただいておりま

すが、まず、１ページ目、令和６年に作業報奨金がぐっと増えているように見える理由で

すが、 

この場ではっきりと申し上げられるようなものは把握していないところでございます。 

 もう１点、「被害者の視点を取り入れた教育」の開始人員と修了人員の数値の取り方につ

いて、御指摘いただいているように刑事施設と少年院で違っておりまして、これはなぜな

のかと私も思ったのですが、もともと別々に数値を取っていたもので、そろえることがな
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いまま今に至っているものだと聞いております。最終的には、これはずれていていいとい

う感じは確かにしませんので、数字の取り方を考えなければならないと認識したところで

ございます。 

○正木構成員 刑事施設と少年で数値の取り方が違うのは、刑期の問題から来ているわけ

ではないということですね。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 必ずしもそういうことではなさそうでした。 

○太田議長 この問題はたしか、白書を作成する会議でも問題になったことがございまし

て、もともと統計の取り方が違うようでございます。 

 それでは、厚生労働省から、休暇の導入率ではなく認知度になっている理由、もしくは

導入率を載せない理由がありますかということについて、お答えいただけますでしょうか。 

○厚生労働省政策統括官（総合政策担当）付政策企画官 第４次計画では、そもそもの目

的が周知・啓発だったので認知度という形で指標を出したと承知しておりますけれども、

導入率ということであれば、担当に確認をしなければ、今この場でお答えは難しいです。 

○太田議長 導入率の数字そのものはありましたでしょうか。 

○厚生労働省政策統括官（総合政策担当）付政策企画官 改めて確認しますが、犯罪被害

者等のための休暇制度だけなのか、特別休暇全体なのかは別ですけれども、大本の「仕事

と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査報告書を確認して

みますと、特別休暇の導入状況を把握しているデータもあるようですので、そこを細分化

して取れるかどうかというのは、担当に確認したいと思います。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 補足して申し上げたいと思います。 

 これは第４次計画の評価でございまして、今、この第４次計画の評価を基に第５次計画

の案を御議論いただいているところでございます。厚生労働省からいただいている第５次

計画の案は、もう１回、実態調査をきちんとやるということでございます。それは何かと

いうと、ほかの休暇制度で担保できているような内容も、もしかするとあるのではないか。

そうだとすると、当該導入率とはもともと何なんだろうかということをもう一度きちんと

洗い出さなければならないというようなことを、伺っているところでございます。今の厚

生労働省の御回答に併せて申し上げるならば、この第４次計画の評価という案で、その実

態調査をしないうちに導入率とされるものを載せるのが本当にいいことなのかということ

もあるのだろうと思います。 

 それから、ほかの部分について少し申し上げますと、まず、６ページの評価の部分につ

いて、２段落目の２行目にあります損害賠償命令制度を、ここで具体例を挙げるのはどう

なのかという御指摘もございました。これについても、第５次計画のところで御議論があ

りましたとおり、そもそも、その制度の当否について意見が分かれるところですので、事

務局の立場としては、制度がなっていないという意味合いにおける記載をこの第４次計画

の評価に設けることは少し厳しいかなということで、落とさせていただいているところで

す。 
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 それから、９ページのワンストップ支援センターの記述の中で、性的マイノリティー、

あるいは男性についても書き込むことが必要なのではないかという御指摘がありましたが、

これについては検討をさせていただきたいと思います。 

 11ページに、職員の聴取能力の向上、これらを書き込むことができるかは、法務省とも

相談をさせていただきたいと思います。 

 16ページの国民の理解増進に企業への視点が必要ではないかということでございますが、

企業に対する広報・啓発という取組に関しては、警察庁において既に取組を始めていると

ころでございます。本日、企業というのは投資家も含むのだというお話もございました。

そのような話をいただきながら、どのようなことができるのか、警察庁においても考えて

いきたいと思っております。 

○太田議長 それでは、和氣構成員、お願いいたします。 

○和氣構成員 12ページの犯罪被害者等支援を目的とした条例等の制定状況ですが、条例

が策定された市区町村がかなり多くなってきたところは非常にありがたく思うのですが、

600ぐらいの市区町村がまだ条例を作っていただいていないところです。犯罪被害者にな

りますと、必ず市区町村役場に行って、手続が必要になります。ここではたくさんの社会

資源があるはずで、こういうところに御協力いただくと被害者の方々は非常に助かります

ので、なるべく早めに100％になるよう、働き掛けをお願いしたいと思っております。 

○太田議長 それは御意見として承っておくということでよろしいでしょうか。 

○和氣構成員 できれば書いていただければと思います。 

○太田議長 それでは、武構成員、お願いいたします。 

○武構成員 どこかに書いているかもしれないですが、１ページの作業報奨金のところに

数値が書いてありますが、これは多いのか少ないのか分からないです。令和６年は336件と

書いてあるのですが、これは全体から見て多いのか少ないのか。10ページの心情等聴取・

伝達制度のところもそうで、件数は書いてあっても、利用できる可能性のある人に対して、

多いのか少ないのかが分からないです。どこかに書いてあるのでしょうか。 

○太田議長 法務省、何かございますでしょうか。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 作業報奨金の部分につきまして、今、御指摘いた

だいているのは、母数として適切なものは何があるのかというところでございますが、少

なくとも現状では、こちらの中に記載はないかと思います。 

○太田議長 これが多いか少ないかというのは、評価の基準をどこに置くかということに

よっても変わってくるかと思いますし、母数を何にするかによっても、受刑者の数でいい

のか、それとも作業報奨金を取った者の数を母数にするのか等、いろいろな取り方があろ

うかと思います。心情伝達についても、これは保護観察の心情伝達もそうですが、制度が

始まってから同じような数になってきていて、もちろんこれは対象者の数からすると圧倒

的に一部ですが、様々な罪種の者がいて、例えば薬物犯罪、要するに被害者がいないよう

な対象者もいますので、なかなかその基準は取りづらいというような背景もあるのかもし
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れません。 

○武構成員 分かりました。 

○太田議長 佐藤先生、お願いいたします。 

○佐藤構成員 この評価案と第５次基本計画案に関わるのですが、今後、地方自治体にお

いて被害者が支援をしてもらうという観点からも、先ほど御指摘がありましたが、12ペー

ジにあるような、犯罪被害者等支援の条例の制定状況、地域差がかなりあるようなので、

地域差の発生要因、悪いところのボトルネックは何か、そういったことについての分析が

今後あってもいいかなという気がします。都市圏でこういう取組が進んでいるのか、そう

でもないのかというところについても、これは第５次計画にも関わるので、ぜひ、データ

の精査というのをお願いできればと思います。これはコメントです。 

○太田議長 条例の制定状況の地域格差の特色みたいなものは何かございますでしょうか。 

 例えば、東京都でも、まだ七つぐらいですか。最近、世田谷区と荒川区ができました。

地方では、ある事件が起きたため一斉に制定が進んだところもありますので、かなり、地

域の事情といったものが関係しているようにも言われています。あと、一つの市区町村で

条例を制定すると、いろいろな会議の中で情報が伝わって、周りに広がっていくという経

緯もあって、かつての滋賀県や千葉県もそうでしたので、おそらく、かなりいろんな状況

が影響しており、それを特定することは少々難しいという背景もあろうかと思います。で

すから、結果的には、どこがどれぐらい作っているかという数字にならざるを得ないとい

うのはあると思います。ただ、今後の施策として、もし条例の制定を阻害している要因が

あるとすれば、それは基本計画の中で検討するというようにしておいて、その阻害要因を

排除もしくは解消していくような施策を進めるという方向に持っていく必要はあろうかと

思います。しかし、それを一つに限定するというのはなかなか難しいという事情はあるの

かもしれません。 

 それでは、伊藤先生、お願いいたします。 

○伊藤先生 第４次基本計画の実施状況の評価について、最後にまとめられている総合評

価的な部分の書き方ですが、少し気になったところがあるので、申し上げておきます。 

 14ページ、第４の支援等のための体制整備への取組の、最後になります。ここで、地方

における途切れない支援のことを書かれていますですが、第４次基本計画中にこういった

ワンストップサービス体制を整えますということで始まったわけです。それについての評

価を今の時点である程度するのであれば、幾つかの課題も見えてきたと思うのです。例え

ば、コーディネーターの定着や、多機関連携でなかなか連携が取りづらい、自治体がなか

なか入れないというところがあるといった、ある程度課題が指摘されてもいますので、そ

ういったことを踏まえ更に取り組んでいくという記述があってもいいのではないかと思い

ました。「体制整備に更に取り組んでいく必要がある。」という書き方は非常にアバウトに

感じます。第４次計画中にもいろんなことが見えていたはずで、それをどう課題として捉

えて、実態調査をするなり、更にやっていくということだと思うので、そういう記述があ
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ってもよろしいのかなと思いました。 

○太田議長 警察庁、いかがでしょうか。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 警察庁としてお答えさせていただき

ます。 

 まさに、先生の御指摘のように、課題が指摘されているところは我々としても認識して

いるところでございます。この取組、まだ緒に就いたばかりでもございます。ほかにどの

ような課題があるのかということも含め、全て網羅的に把握し切れているわけでもないと

いうところが実情でございます。なので、第４次計画の評価として課題を特定して、今、

この段階で記載するのはなかなか難しいというように思います。 

 一方で、第５次計画の期間中においては、まさにその課題をきちんと把握し、またＰＤ

ＣＡを回していかなければなりません。ですので、実態調査、実態把握をきちんとやって

いきます。もろもろその辺りの施策について第５次計画で御用意させていただいておりま

すので、そちらでお酌み取りいただければ幸いでございます。 

○太田議長 伊藤先生、よろしいでしょうか。なければ、私から１点だけ、意見を述べさ

せていただきます。前にこの評価案を検討したときには、いろいろ問題はあったんですが、

あの後に、いわゆるストーカーの被害者が殺害されるような事件が起こっております。そ

こで、この間からの第５次計画案でも、ストーカーを含めて被害者の安全対策については、

更に踏み込んだ記述に変えていただいております。そうすると、この評価（案）の安全の

確保のところで、被害者の安全を完全に確保する体制が十分整っていないという課題があ

るということは書いておいた方が、今度の新しい第５次計画につながるような記述になる

のではないかと思います。今、マスコミが非常に注目しているところで、この評価（案）

に安全確保について何も書かれてないというのは突っ込まれそうな気がしたものですから。

第５次計画に向けていろんな問題提起をしておりますので、この評価（案）の中にも、安

全確保について、体制や運用面で課題が残されているという記述を全体の評価の中に入れ

るということを少し御検討いただければと思います。 

 警察庁、お願いいたします。 

○警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長 ストーカー被害者の安全確保につきまして

は、第５次計画の案文の中に入れることはもとより、この第４次の評価の中で入れたらど

うかという御提案だと思います。入れ方や文言などは事務局として整理をして考えたいと

思いますが、少なくとも第５次計画ではしっかり書く予定でございますので、この点、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○太田議長 ほかにございませんでしょうか。 

 前にも提案させていただきましたけども、この評価（案）を書き始めますと、結局、第

４次計画の300近くある政策について全て記述して、それに対する達成度とかも全て書か

なければいけなくなってきて、それを踏まえたものが第５次計画ではございますので、第

４次計画の評価については、ある程度、包括的なもの、抽象的な表現にならざるを得ない
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部分もあります。その中で、今回から新しく数値的な統計の情報を加えていただいたとい

うのは、前回からの大きな改革といいますか、改定になるわけでありますので、内容的に

はまだこういったことも入ってないのではないかなど、いろいろあろうかとは思いますが、

それは第５次計画の中で確実に盛り込んでいくとして、特に御意見が出ないとすれば、こ

の第４次計画の実施状況の評価（案）につきましては、今日出た御意見も踏まえまして、

対応を議長である私に御一任いただければと思いますが、いかがでございましょうか。 

 オンラインで参加の構成員の先生方も、そういう形で御一任いただけますでしょうか。 

 

（異議なしの声あり。） 

 

 ありがとうございます。それでは、この評価（案）は、今日の御意見を踏まえまして、

最終的なものへと詰めていきたいと思います。 

 続いて、議題（２）の第５次犯罪被害者等基本計画（案）の計画案文についての議論に

入りたいと思います。 

 まずは、事務局から説明をお願いいたします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） それでは、第５次犯罪被害者等基本

計画（案）について、資料に沿って御説明申し上げます。会議資料として、資料２－１か

ら２－３までの３種類、それから、討議用の参考資料として２種類の資料がございますの

で、順に御説明申し上げます。 

 まず、資料２－１は、第５次計画（案）の概要のポンチ絵でございます。ポンチ絵は２

枚になりますが、まず、１枚目を御覧ください。上半分には第５次犯罪被害者等基本計画

策定のスケジュールとして、これまでの御議論の状況や今後のスケジュールを記載してお

ります。次に、下半分には、第５次犯罪被害者等基本計画の構成として、第５次計画（案）

全体の構成を記載しております。 

 ２枚目を御覧ください。第５次計画（案）のポイントを５点まとめております。これま

での会議の中で計画の目玉は何になるのかという御意見もいただいておりましたので、こ

のような資料を作成したところでございます。内容は記載のとおりでございますが、上半

分の①と②は、犯罪被害者等を支えるための実際の仕組みづくりに向けた取組を記載して

おります。また、下半分の③から⑤までは、制度面にもわたるような取組を記載しており

ます。 

 次に資料２－２を御覧ください。こちらは、これまで重点課題ごとに御議論いただいて

いたものを統合し、パブリックコメントにかける形式にしたものでございます。具体的施

策の内容を中に含ませております。前回会議からの修正を全て溶け込ませているものでご

ざいます。 

 続きまして、資料２－３を御覧ください。こちらは、具体的施策について、現行の第４

次計画からの修正状況を見え消しにしたものでございます。全体を通じて、大幅に施策を



 -9- 

修正あるいは加筆していることがお分かりいただけるかと存じます。 

 次に、「計画案全体（見え消し）」と書いた、紙の付箋を貼った資料を御覧ください。こ

ちらは、御議論の便宜に資するよう、計画案全体について、前回、御議論いただいたもの

から見え消しにしたものでございます。 

 最後に、「三段表」と書いた、紙の付箋を貼った資料を御覧ください。こちらは、前回同

様、前回会議時点での案文、いただいた御意見、各関係府省庁の考え方などを資料にまと

めたものでございます。 

 資料は複数にわたりますので、御意見をいただく際には、どの資料に基づいての御発言

であるか特定をしておっしゃっていただけるとありがたくと存じます。 

○太田議長 それでは、この第５次基本計画（案）につきまして、特にテーマを絞らずに、

御意見がある方は自由に、どのポイントでも構いませんので、お知らせいただければと思

います。 

 近藤構成員、お願いいたします。 

○近藤構成員 計画案全体（見え消し）の73ページで、前回の第53回会議の後に追加要望

をお願いしました。民間被害者支援団体は、多機関ワンストップサービスの体制の中で欠

くことができない存在となっています。しかし、殺人罪の一定割合が親族間で生じている

にもかかわらず、親族間で起きた犯罪については支援ができていないのが現状です。こう

した支援のはざまに落ち込んだ被害者も含め、誰一人取り残さない支援の対象を広げる必

要性を検討する必要があると思いましたので、このような趣旨で修文を追加させていただ

こうと思って要望しましたが、この見え消しのところには新たな文章として追加がされて

いませんでした。 

 そこで、計画案全体（見え消し）の73ページの15行目、（５）犯罪被害者等早期援助団体

等に対する指導の項の20行目「適切な支援活動が行われるよう」という部分を「被害者の

属性に関わらず、適切な支援活動が行われるよう」と修文していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 二つ目です。三段表の６ページの通し番号１－12、篤志面接委員のところです。篤志面

接委員向けの研修会の機会に協力を求めていくという検討結果を出していただいて、あり

がとうございます。篤志面接委員は、加害者にとっては自分を理解してくれる存在だと、

私は思っています。その方からの言葉は加害者に響くのではないかと私は思いたいのです。

やがて社会に出て行く加害者が今後も自分の利益・欲望を果たすためだけに生きるのでは

なく、人を思いやる心を持って生きていくこと、社会人として損害賠償を少しずつでも払

っていくことなど、この研修で社会人として最低のマナーを伝えていただきたいのです。

是非、篤志面接委員の方の研修会で、加害者よりも権利も支援もない悲惨な被害者の立場

をお伝えしていただき、協力を求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 三つ目、計画案全体（見え消し）の10ページの27行目で、国外犯罪被害者弔慰金等支給

制度についてです。支給額の引上げの要望については、「今後の議論に資するべく」という
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文章が入ったことはありがたく思っていますが、この意味は、諸外国における調査を行い、

支給額の引上げについても検討するという意味で取ってよろしいのでしょうか。ここは確

認させてください。 

 四つ目です。たたき台から、何度も私たち被害者の要望に修文を重ねていただき、専門

委員の皆様と職員の皆様の御尽力に大変感謝しております。私は、この６月になって、こ

のようにすばらしい先生方がいらっしゃる会議に御一緒させていただいて、御自身は被害

者ではないのに勉強をされて、真摯に被害者の声に耳を傾けていただいていることに、本

当に感動しました。ありがとうございます。そして、医療観察対象事件の被害者について

も、被害者の権利が前に進んだことは、とても感謝しています。そして、今後、情報の在

り方について多角的な検討が行われていくということに、大変期待をしています。 

 ただ、三段表27ページ、通し番号３－45、「厚生労働省と連携して」という言葉を追記し

ていただきたいと修文をお願いしたのですが、かないませんでした。修文の段階で思いを

短い文章にして伝えることができず、こちらの力不足であったと思います。改めて、厚生

労働省との連携が大切なのかという思いを述べさせていただきます。 

 被害者遺族は、なぜ愛する家族が殺されてしまったのか、対象者がどういう状況だった

から殺されてしまったのか、知りたいのです。被害者遺族は、現在の制度のままでは、事

件はなかったことになってしまって、大切な家族の命が軽んじられているようで、つらい

のです。事件の詳細を知ることができないで、どうすればよかったのかと検証したり、整

理することができず、いつまでも前に進むことができないのがつらいのです。知ったとこ

ろでもっと苦しむかもしれませんが、それでも事実を知って整理したいと思っているので

す。ここまでは、法務省管轄の情報提供の充実です。 

 さらに、今申し上げた、三段表27ページ、３－45の、私たちの意見で伝えたかった被害

者の思いというのは、入院中の対象者がどうなったかが、とても気になるのです。最も知

りたいのは、対象者がどういう様子なのか、被害者に対して何か気持ちは変わったのかな

ど、今もらえる情報よりは少し具体的な様子の状況です。被害者には何の非もないのに、

事件の理由もほとんど知らされずに、仕方がないと事件に蓋をされ、国から諦めろと言わ

れているのがつらいのです。被害者等は、一般の方が休暇を楽しんでいるときも、家族で

食事をしているときも、そのような家族団らんの楽しいはずのひとときも、頭の中は、な

ぜ対象者は大事な家族を殺したのか、現在の病状はどうなのか、反省をしているのか、社

会に出てきて人をまた傷つけるようなことはないのか、私たちのようなつらい思いをする

人がまた出ないだろうかなど、対象者のことがずっと頭から離れません。何をしていても、

殺人事件の真実と、対象者が現在どのような状況でいるのかが知りたいのです。その、今

にも気が狂いそうな精神状態から開放していただきたいのです。対象者のプライバシーば

かりが守られて、被害者のささやかな情報提供の要求も通らない。対象者は重大な事件を

起こしたにもかかわらず守られ、被害者等は、医療観察法があるから、個人情報保護の観

点からと言われ、頑張って理解しようとしても、ぎゅうぎゅうと頭の上から、諦めなさい、
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諦めなさい、あなたの家族は医療観察事件の対象者に殺されてしまったのだからと、知り

たい気持ちに蓋を押しつけられているのが痛くてたまらないのです。被害者遺族は、知る

ことによって気持ちを整理し、自分自身が前を向いて生きていけるようになりたいだけな

のです。情報提供の在り方について引き続き検討を行うときに、対象者の社会復帰だけで

はなく、被害者等の健康や社会復帰についても思いを巡らせていただきたいのです。厚生

労働省において指定入院医療機関への聞き取りをスタートして、対象者、被害者、両方の

心が改善に向かうような検討を要望いたします。 

 お時間をいただいた割にはうまく説明ができませんでしたけれど、ここの部分、こうい

ったことを私は伝えたかったのです。どうか皆様、御理解をいただいて、これからの検討

が、被害者の心の改善に向かうようにお願いしたいと思います。 

○太田議長 まず、最初は警察庁でしょうか。犯罪被害者と加害者の関係にも係る、犯罪

被害者等早期援助団体等の部分に加筆するかどうかという部分と、国外弔慰金についてお

願いいたします。 

○警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長 まずは、計画案全体（見え消し）の73ペー

ジについてのコメントをいただきました。親族間犯罪についての御指摘だったかと思いま

す。この点、被害者の支援のニーズに合った支援を届けていくことが必要であると私ども

考えているところでありますので、コーディネーターにつなぐなど、やり方は様々あると

思っておりますので、この点は、近藤構成員のコメントを踏まえて案文修正をしてまいり

たいと考えております。 

 もう１点、国外弔慰金についてのコメントをいただきました。こちらにつきましては、

計画案全体（見え消し）の10ページだったかと存じます。以前にもこのお話をいただいた

ところではございますが、「このほか」から始まる段落のところに記載しておりますが、こ

ちら政府の法律案として決めたものではなく、議員立法で決まったという経緯があるとい

うことは、御承知いただければと思っています。そのために、私ども政府としてできるこ

とは、今後、これについて何か制度を考える際に、議論に資するような海外の制度の調査

を進めていきたいと考えております。制度の趣旨、またこの立法の経緯から、ここが限界

であるということは、御理解いただければと思っているところでございます。 

○太田議長 近藤構成員、お願いいたします。 

○近藤構成員 初めの質問に対しては、修正をしていただけるということで、ありがとう

ございます。 

 そして、国外弔慰金ですが、いつも質問する度に、議員立法なので、という答えが返っ

てきます。これは、平成28年度に議員の方がこういう制度を作らなければ駄目だというこ

とで、立法したわけです。だから、金額については、平成28年度に考えた金額だと思いま

す。そこから、円安が進んだり、海外を取り巻く状況もかなり違ってきていて、この法律

を作った議員の方々は、別に今までの金額のままでいいとは思ってないと思います。犯罪

被害者等給付金額が上がったり、そういった状況も加味すると、国外弔慰金の金額は上げ
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たらどうですか、と議員の先生に質問しても、いやいや、私たち、絶対的に平成28年に作

ったこれでいきますよ、とは言わないと思います。まず、ここで止めないでいただいて、

海外のことを深く調べていただくのはもちろんいいですし、それから、今の段階でどうい

った金額がいいのかということを検討していただきたいと思いますが、いかがですか。 

○太田議長 警察庁、何かございますか。 

○警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長 繰り返しになってしまうのですが、まず、

海外の制度をきちんと調べるということをする。それが今おっしゃったような御議論に資

するようになると考えております。近藤先生の問題意識は十分、政府として受け止めてい

るところではございますので、この点、しっかり海外の調査研究をするという形で今後の

議論に資するものにしていきたいと思っているところでございます。 

○太田議長 篤志面接委員についての御意見は、特に修文を求めるものではなかったので、

御意見として賜っておきます。 

 そうしましたら、法務省の医療観察法における情報提供の点、連携という修文を求めた

けれども、それが実現されていないということについての御質問だと思いますが、いかが

でしょうか。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 医療観察の関係について、情報提供をしっかり行

い、また、検討をしていくというところでございますが、今、お話がありましたように、

厚生労働省との振り分けみたいなところの部分で、医療情報に関する、そういった情報と

いったところになりますと、一義的には厚生労働省が担当されるということで、厚生労働

省でまずは御検討いただくというところで、若干、縦割りのように見えるかもしれません

が、法務省としては、まず、法務省所管の情報提供のところについて受け止めさせていた

だくというところを計画の中には書かせていただきたいということを申し上げさせていた

だきました。 

 他方で、その間、法務省はどういうスタンスなのかということでございますが、そうい

う意味では、27ページの末尾のところに記載しておりますが、厚生労働省における指定入

院医療機関への聞き取り等の状況については法務省としても見ていかなくてはいけないと

いうものであるということは認識しておりますし、その点はこの場でも申し上げたいとい

うところでございます。計画としては分けて記載をいただきたいというのが、法務省の中

での検討の結果でございます。 

○太田議長 近藤構成員。 

○近藤構成員 今は聞き取りというのがスタートラインとして精いっぱいなところだと思

うのですけれど、被害者の体も守っていかなきゃならないんですよ。医療観察法があるの

はもう十分分かっているわけです。それでも強いて言っているのは、被害者の体のことは

心配じゃないのか、と思うからです。先ほど長々言いましたけれど、知りたいという気持

ちに、皆さんが一生懸命蓋をされるということが、つらくてたまらないのです。どうかこ

れが被害者の心や体の改善になるように、厚生労働省と連携されて取り組んでいただきた
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いと思うのですが、いかがですか。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 まさに今おっしゃいましたように、被害者の方、

また、御遺族の立場になられた方、どういう思いでいらっしゃるのかということをしっか

り医療観察制度の中でも想定しながら、我々の方でも検討を進めていかなくてはいけない

ということだと思っております。繰り返しになってしまうかもしれませんが、そういう意

味で、厚生労働省における検討の状況というのは、我々としてもしっかり関心を持って注

視していくということは申し上げさせていただくところでございます。 

○太田議長 伊藤先生、お願いいたします。 

○伊藤先生 配付していただいた資料全体を読み通しましたが、とてもいいものができた

のではないかと思います。私は第４次計画のときから関わらせていただいてきていますが、

第４次計画と比べますと、本当に内容も豊富になり、しかも、見やすく、読みやすく、ポ

ンチ絵も大分工夫していいものができたという印象を持っております。 

 ポンチ絵等に関して細かいことをいろいろ気づいた点がありますが、それは時間のある

ときにでも申し上げることにしまして、第５次計画（案）全体を読んで、大きな点、幾つ

か気づいた点があるので、それを申し上げたいと思います。 

 一つは、重点課題第３に関わることで、この中に拘禁刑を入れていないことについてで

す。拘禁刑は、今年の６月から始まり、懲らしめより立ち直りへという制度に、大きく変

わったわけですが、今まで基本計画の中には変更のあった法制度を必ず入れていました。

第５次計画でも、その他の法制度については入っているのですが、拘禁刑のことは入って

いません。なぜ拘禁刑について記載することが大事かというと、その中には、被害者の視

点を取り入れた教育を行うことや、立ち直り・更生のためには被害者のことを考えなけれ

ばいけないということが明確に打ち出されているからです。何らかの形で入るはずなので、

検討していただきたいというのが１つです。 

 続けて同じく重点課題第３、刑事手続等への関与拡充についてですが、この部分は、私

もいろいろ悩み、考え、気付いた点があるので、少し長くなるかもしれませんが、言わせ

ていただきます。 

 １つは、３－33から37にかけてです。分かりやすい点で言うと３－33の通知制度のこと

ですが、これは第４次計画と比べるとかなり後退したという印象を持っております。私の

意見の言い方が不十分だったのかもしれないのですが、更生保護に関わる通知制度に限定

されてしまっています。第４次計画のときはそうではなかったと思います。この通知制度

自体は警察から始まる被害者のための通知制度であるはずですので、これは更に検討して、

中身を考えていかなければいけないと思います。私の個人的な経験と、法制度的なことと、

二つを絡めて意見を申し上げますと、個人的な経験としましては、被害者にインタビュー

する中で、この通知制度について高く評価する被害者の方もおられます。ただ、一方で、

内容についてはかなり不十分で、回数や客観的事項だけ伝えられても、という声が強かっ

たです。また、この度、被害者担当保護司の方々の研修を聴講する機会がありました。被
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害者担当保護司というのは、第１次計画の更生保護における被害者施策として置かれるよ

うになった保護司で、被害者担当観察官の下、通知制度から心情等聴取の事務的なことま

でを担っている方々です。全国からそういう方々が集まった研修があって、それを私はた

またま聴講させていただきました。その中の方から、「国は被害者のための施策、こんなに

いいものを作りましたよと提示してくるけれど、上から目線で、それは本当に被害者の元

に届いているのですか」と言われました。私も策定に関わってきたので、心中穏やかでは

なくなり、「どういうことですか」とお聞きしたら、「例えば通知制度、あれはどうなので

すか」と言われるのです。要は、保護司に何回会った、どんなプログラムを何回受けた、

それだけの通知を被害者の方に伝えても全然満足していただけないという話でした。そう

いった状況が長年続いており、担当保護司の方々も不満を持っておられて、私がたまたま

聞いたグループでは、皆さん、首を大きく縦に振って、「そうだ、そうだ、何とかならない

のですか」とおっしゃっていました。こういった通知制度をせっかく作っているのに、中

身が不十分なまま、被害者のニーズに応じたものに全然なってないという状況をずっと続

けていていいのかと思うのです。私もそこでぱっと目覚めた感じがして、これは何とかし

なければいけない、第５次計画はこれから策定するものであるから、何か盛り込めないの

かと、いろいろ考えました。 

 一方で、こういったことを専門にしている先生方にも意見を聞かなければと思い、被害

者支援を専門としている弁護士の方にも意見を伺いました。そうしましたら、被害者との

関係では、情報開示というのは結構進んでいます、特別な扱いが既になされているはずで

すとのことで、例えば、最高検から出された通達や、様々な事務連絡というものは結構出

ており、それを実際に見せていただきました。本当に、検察は被害者の権利・利益を尊重

することをうたっていて、そのために情報開示が大事になるということも、通達や事務連

絡等で残しています。それを私たちは忘れて、結局、加害者のプライバシー云々が優先さ

れ逆戻りしてしまっている。そのような印象を持ちました。 

 まとめると、既にある通達や事務連絡、そういったものと比較しますと、今の通知制度

の内容というのは時代遅れだと思うのです。拘禁刑の導入で、加害者の更生に力点が置か

れ始めています。反面、通知制度の内容も被害者の方にとっての立ち直りに一層配慮した

ものに進化させていかなければなりません。そうしなければ、制度全体のバランスを欠い

てしまいます。これは、私の個人的な意見ではなくて、先ほど申し上げた、まさに法曹の

方の意見というか、教えていただいたことなのですが、この通知制度、何とか検討してい

ただきたいと思っております。 

○太田議長 これまでの通し番号で３－33というのは分かりますが、具体的に計画（案）

の中で言いますと、どこに当たりますでしょうか。 

○伊藤先生 ３－33は、「被害者等通知制度を引き続き適切に運用する」ということでとど

まっています。今の通知制度を引き続き適切にということですので、それでは不十分だと

いうことです。 
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○太田議長 ただ、今日の会議では、計画案文の内容に反映できた方がいいと思います。

計画案文の中でどこをどういうふうにするかという形で御発言いただくことは難しいでし

ょうか。今、私も一生懸命探していたのですが、どこをどうすればいいのかと思いまして。 

○伊藤先生 計画案文自体をここで述べてしまうということですか。 

○太田議長 今、計画案文の検討ですので、可能であれば。 

○伊藤先生 ですので、これを修文していただきたいということです。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 事務局でございます。その点、三段

表の22ページの３－33で、伊藤先生からの御質問について法務省が回答しております。 

○伊藤先生 三段表はちゃんと見ております。結局、三段表の22ページの検討結果という

のは不十分だと、そういう話です。なぜ不十分であるかを申し上げると、「他方で」という

段落も作ってくださっているのですが、これについては意見を言っていません。「心情等聴

取・伝達制度においては」云々で、これで不十分の場合ほかの制度があります、という趣

旨でしょうが、最初に読んだときには、私も、そうか、そういうふうに考えるべきなのか

と一瞬思いましたが、検討してみると、これはやっぱりおかしいと感じました。なぜかと

いいますと、通知制度という制度を作っておきながら、それが不十分な場合は心情等聴取・

伝達制度がありますという説明の仕方は、被害者の方にとって、更なる負担を生むことに

もなりかねないからです。したがって私は、通知制度をせっかく作ったのなら、その内容

を充実させる必要があると思います。 

○太田議長 計画案文で言いますと、50ページの２の（１）の部分、ここにつながるよう

なお話だと思います。要するに、現在は「引き続き」だけになっておりますけれども、現

在の被害者等通知制度にもまだ不十分な部分があるので、例えば、これをこういうふうに

改めて検討するとか、そういうふうにしてほしいという御意見になろうかと思います。 

○伊藤先生 私の方から修文は申し上げにくいので、これは法務省で検討していただくし

かないかなと思います。 

○太田議長 法務省、お願いいたします。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 今、被害者等通知制度について、もっと情報の内

容を豊富にするという御意見をいただいております。恐らく、３－33は処遇段階のお話と

いうところを書かれておりますし、３－11では、検察等の段階の話で、周知にしっかり取

り組むということで書かれているところでございます。いずれも、現状ですと、個人情報

保護やプライバシーとの兼ね合いもあるので、かなり広げてきたという認識の中でしっか

りと運用をしていくということで書かせていただいておりまして、ではどこが具体的に広

げられるのかといったところの見通しというところが持てておりませんので、こういった

書き方になっております。そういう意味では、被害者の方に様々な情報を提供するツール

として、一つは通知制度がございますし、それ以外にも、局面、局面で他の制度を使いな

がら、総合的に被害者の方に情報が伝わるということが進んでいけばいいのかなというふ

うには思っておりまして、別の制度で代替するのは、というお話もあるかもしれませんけ
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れども、柔軟に情報を伝えられるというメリットもあるかもしれないというふうにも思っ

ておりまして、心情等聴取・伝達制度の話に少し触れておりますが、趣旨はそういったと

ころで、様々なものを活用して広げていきたいというところを申し上げさせていただいて

いるところでございます。 

○伊藤先生 ３－33は非常に大きな課題になりそうですが、また御相談させていただけた

らと思います。この場で、こういうふうに修文します、ということは言い切れないと思い

ますので、そのような形でよろしいでしょうか。 

○太田議長 お願いいたします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 法務省が申し上げているところは、

個人情報保護の観点をどう見るかということだと思います。通知制度の中で内容をどこま

で出せるのかというのも、おそらく、個人情報保護の観点から検討しなければならない課

題だろうと思います。今、それが全く不十分なのかということにもなろうかと思います。

他方で、そこでの一つの判断要素というのは、同意というものがあるかどうか。個人情報

保護の観点から見たら、同意という観点がどうなのか。三段表の２段落目に書かれている

のは、同意という観点を読み込めるような角度からの、別の手だてなのではないかとも思

います。そのような総合的な観点で、法務省では、今、計画案文の３－33を検討している

と思っております。個人情報保護の観点と、本人の同意、それらを織り込めるような制度

というのはどういう制度なのかということを考えながら、また法務省と協議したいと思い

ます。 

 それから、伊藤先生が最初の方で「後で」とおっしゃったことがあったかと思いますが、

もしよろしければ、今日、この会議でおっしゃっていただければと思います。 

○伊藤先生 通知制度のことを申し上げました。強調しておきたいのは、被害者の権利を

守るということです。かつて、第１次計画、第２次計画ができた時点で、情報提供を進め

ようという動きがあったというのは、今回、検察庁の通知を見て分かりました。その段階

で、今、加害者のプライバシー云々を出すのはやや後戻りではないかという感じがしてい

ますので、その辺も含めて議論をさせていただきたいのです。ただ、この会議の場での議

論は難しいので、法務省との議論になると思いますので、ここで止めておきます。 

 もう一つ、３－36についても、意見を言わせていただきます。心情等の聴取・伝達制度

の運用のところ、直接やり取りさせていただいて、法務省も一生懸命考えてくださって、

出してくださったのが第５次基本計画（案）の本文50ページにある３―36だと思います。

ただ、「把握及び分析を実施し」という記載について、曖昧な表現にされてしまったのは不

可解です。要は、こういった運用状況をきちんと調査してほしいのです。実態調査や現状

分析という言葉は入れないようにされているのかもしれませんが、今回、この心情等の聴

取・伝達制度をよりよく運用するためにはぜひ必要なことなので、そのような文言の追加

を含めて検討していただきたいと思います。 

 関連してですが、今、計画案文全体の中で言えば、50ページの重点課題第３の２の加害
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者の処遇段階における関与等に関する施策を読み進めると、例えば、３－34はいいのです

が、３－35、３－36は、加害者の処遇段階に関する施策であるように感じています。どこ

を読めば被害者の関与になるのかということで探してみますと、「被害者等の心情等への

理解を深めさせ」や、「被害者等の意見を踏まえ」というところだろうと分かったのですが、

やはり書き方自体、加害者の処遇段階が主になっており、被害者は、おまけというか、入

れたという程度です。加害者の処遇段階における関与等ですので、関与がもっと前面に出

されなくてはならないのに、そういう書き方がされていないことが引っかかりました。私

の感覚がずれているだけかもしれませんが、御検討いただけたればと思います。 

○太田議長 その点について、法務省、何かございますか。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 ３－36の記載に関して、今、御紹介いただきまし

たが、いろいろ御指摘をいただきましたので、こちらもなるべくいろいろと織り込もうと

いうことで、文章は工夫をさせていただいたつもりでございます。「運用状況等の把握及び

分析を実施し」と書いてありますので、ここでやることというのは、まさに実態をしっか

りと把握して、また、それを見て分析して、更なる運用の、ここにありますように改善等

につなげていくということを記載はしておるところでございますので、こちらからすると、

おっしゃっているところを受け止める文章にはなっているのではないかと思っております。

内部での検討でも、この文章で先生のおっしゃっていることを受け止められているのでは

ないかと思っておりまして、できればこの書き方でいかがかと考えてございます。 

 それから、少し戻りますが、先ほど情報の提供の話の中で、最高検の通達のお話に触れ

られましたが、通達を作る過程においても、個人情報との兼ね合いをどうするのかという

ところが大きな課題となる中で、できるだけ進もうということで作られたものであったと

いうふうに認識しておりまして、これまでも通達をしっかり見ながら運用してきたところ

でございますので、そこだけ申し上げさせていただきたいと思っております。 

○太田議長 和氣構成員、お願いいたします。 

○和氣構成員 たくさんあるのですが、まず、見え消しの部分の７ページ、養育費に関し

て、本文から落としたのはなぜでしょうか。非常に重要な制度改正であると考えておりま

す。 

 続いて、21ページになります。こちらの下の方ですが、国だけではなくて、地方公共団

体における休暇制度の充実・促進も書き込むべきではないでしょうか。 

 次は、54ページ、コーディネーターの話ですが、こちらは少し多いです。まず、コーデ

ィネーターについては、独りで全てをこなすことは不可能に近く、個人ではあり得ません。

したがって、コーディネーションを可能とする組織体制が必要ではないでしょうか。コー

ディネーターにはコーディネートできるだけの知見を有することは当然ですが、コーディ

ネートできる権限や地位も必要だと思います。民間に委託するとすれば、その権限はどう

するのでしょうか。被害者はどうやってファーストコンタクトするのか、被害者から同意

とは、どのような内容の同意なのかについて、お聞きしたいです。また、コーディネータ
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ーはいかにして、多機関と平素から迅速・正確に情報を共有するのでしょうか。多機関で

共有する情報とはいかなる情報なのか、共有する機関の範囲や情報の内容はどうなるのか

についても、教えていただきたいです。それから、直接的支援ができる民間団体とどう連

携を取るのか、早期援助団体のような枠組みが必要ではないでしょうか。大規模県は県単

位で機能するけれども、政令市との関係はどう整理するのかについても気になります。そ

れから、守秘義務はどのように担保されるのか。被害者の情報は、個人情報保護法上の要

配慮個人情報だと思いますが、法的義務がなくても機能するのかという辺りをお聞かせい

ただきたいと思います。 

○太田議長 養育費については、法務省になりますでしょうか。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 養育費に関しては、削ったように見えております

が、13行目の辺りに、「養育費と同様に」ということで、養育費との対比は残っております。

あと、脚注の４のところに、先取特権の付与ですとか、執行手続のワンストップ化、こう

いったことが行われていますということを御紹介しておりますので、あとは書き方の問題

で、情報としては同様のものが残されているのではないかと思います。 

○太田議長 続きまして、自治体の休暇は警察庁、いかがでしょうか。 

○警察庁長官官房審議官（犯罪被害者等施策担当） 休暇制度の周知・検討というところ

で「公務」を「国の行政機関」に書き直した理由ということかと思いますが、こちらは人

事院の施策ということになります。人事院が担当されているのは国の行政機関であるとい

うことで表現を改めさせていただいたというところでございます。 

 また、54ページから55ページにかけてのコーディネーターの関係でお尋ねがございまし

た。こちらにつきましては、いわゆる現状認識ということで書かせていただいているとこ

ろがありますので、今、御指摘いただいたようなところは、今後、具体的にどのようなル

ールに基づいて運用していくかということで、環境整備といいますか、体制を整備してい

くところで検討されていくものと思っております。 

○太田議長 総論のところで今のことを全て書き込むことは難しいかもしれませんので、

具体的な内容の中で検討できるものは検討するということになろうかと思います。 

 正木構成員、お願いいたします。 

○正木構成員 三段表９ページの通し番号１－24の特化条例について、「格差のない」とい

うところですが、これは、犯罪被害者の方が、今、非常に望んでおられることです。確か

に犯罪被害者等の施策を充実させていくと格差がだんだんなくなるというのは事実ですが、

先ほどの資料１－１の３ページ、見舞金一つを取ってみても、これだけ格差があるという

ことが明らかになっていると思います。導入されているか、されていないかというところ

でこれだけ格差があり、導入しているところでも金額で大きな格差があるということで、

ある地域に住んでいる人はこれだけもらええるが、ある地域に住んでいる人はもらえない

というような現状があるわけです。やはり、そういうところはなくしていきたいと考えて

います。確かに、特化制度について、地方自治体の特殊性というか、いろいろな施策があ
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るなか、特徴的な施策といいますか、目玉というもの、そういうものは尊重していきたい

と思うのですが、普遍的、一般的と言われる支援については、なるべく格差のない支援と

いうのが必要になってこようかと思います。全ての地方自治体が同じものを提供しろと言

うわけではないのですが、普遍的、一般的な支援については、なるべく同様の支援が受け

られるようにといった文言を入れていただけるとありがたいです。犯罪被害者も非常にそ

れを望んでおられると思っています。 

 もう１点、18ページの医療観察についての謄写の件でございます。ここに書いてあるこ

とは理解しています。ただ、情報公開、個人情報の開示においても、既に開示しているも

のについては、開示する方向で検討したり、実際に開示されたりしてきているわけです。

そう考えますと、検察官において、既に説明した事項については、なるべく記録謄写を認

める方向で配慮していただけるとありがたいと思います。これは被害者も望んでおられる

ことで、被害者の思いにもかなうことだと思いますので、運用において、検察官の方で検

討をしていただきたいと思います。これは要望です。 

○太田議長 警察庁、お願いいたします。 

○警察庁長官官房審議官（犯罪被害者等施策担当） まず、１－24、三段表の９ページで

の御意見をいただきました。見舞金等の制度につきましては、地方公共団体で整備をされ

ているものということで、そういう制度がないところをなるべく減らしていこうという御

趣旨かと思います。 

 他方、御案内のとおりではございますが、各自治体が工夫して制度を充実させていると

いう実態の中で、それを一律にやらせないような記述というのもなかなか難しいところで

す。我々として考えましたのが、「犯罪被害者等が一層充実した支援を受けられるよう」と

いうことで、全体の底上げをするという考えで修文をさせていただこうというところでご

ざいます。 

○太田議長 正木構成員、よろしいでしょうか。 

○正木構成員 地方の独自性を認めないというわけではないのですが、そういう回答であ

れば、致し方ないかなと思います。 

○太田議長 もう一つの方は、不起訴記録の運用ですね。担当者の運用をできるだけ善処

してほしいということですね。 

 一旦、ここで休憩を取らせていただきたいと思います。 

（ 休  憩 ） 

○太田議長 それでは、改めて第５次犯罪被害者等基本計画の案文についての議論を再開

したいと思います。 

 島村構成員、お願いいたします。 

○島村構成員 先ほど和氣構成員と江口審議官の間で展開された見え消し21ページの点で、

御質問に対する御回答、「国の行政機関」というのは、人事院の施策との関係なので書いて

いただいた、ということは理解いたしました。その上で、地方公共団体についての指摘は
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別にあった方がいいと思います。アが民間企業の話で、イが国の行政機関の話だとすると、

ウで置いていただく、あるいは注など何らかのことで休暇制度の導入といったことについ

て記載があった方がいいのではないかと思いましたので、意見として指摘させていただき

ます。 

○太田議長 警察庁、お願いいたします。 

○警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長 これは国の計画でありますので、国家公務

員の部分は、まずは隗より始めよということで、国からやっていくということを明確に書

かせていただきました。地方の関係につきましては、地方自治の兼ね合いもございますの

で、国の計画で書けることとしてここまで書くという形で、今回はまずファーストステッ

プだと考えているところでございます。当然、私ども、地方との関係で、コーディネータ

ー制度等、様々運用しているところでございますので、そういった部分につきましては引

き続き進めていくことを運用の中で言っていくことが必要かなと思っております。ただ、

閣議決定する文章としては、こういった形で政府各府省庁が負う部分、責任府省庁を書い

た上での施策は、このような書き方が適当ではないかと思った次第でございます。 

○島村構成員 承知いたしました。地方公共団体で勤めていらっしゃる方が被害者になっ

たときのための支援というのも大事だということだけ、強調させていただきたいと思いま

す。 

○太田議長 前田構成員、お願いいたします。 

○前田構成員 １点、先ほど近藤構成員と議論されていた医療観察法のことですが、資料

２－３の31ページ、厚生労働省との連携のところで少し気になったのは、厚生労働省が聞

き取り調査を行うということになっているところです。これは内容からすると被害者の方

への情報の伝達ということになろうかと思うので、現場の医療機関、入院医療機関に対し

ての聞き取り、どのように聞き取りするのかというのが気になっています。現場では、現

在行われている情報の伝達というのは医療現場に関することでは全くないので、あまりぴ

んときてないのではないか、そもそも被害者の方がどんな思いをしているのかもあまり分

からないのではないかと思います。 

 具体的には、現在、年間何十例か、情報を提供してほしいと言った方に情報を提供して

いると思います。これは法務省になるのでしょうが、そういった方々は、現行の情報提供

において、どんな点が不満なのか、あるいは、どういった情報が知りたいのか、例えば、

医療に関わる情報でしたら、こういったところを知りたいなど、具体的なところがないと、

医療機関に直接ヒアリングをしても、なかなかぴんとこない、分からないということが起

こるのではないかと思って、質問をした次第です。 

○太田議長 厚生労働省、お願いいたします。 

○厚生労働省政策統括官（総合政策担当）付政策企画官 これから検討することになりま

すので、現時点で具体的にどういう聞き取りをするのかということは、お答えするのが難

しいです。 
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○太田議長 後半の情報提供のニーズの部分については、法務省に対して、現在の制度を

踏まえて、どういうニーズがあるのかということかと思います。先ほど近藤構成員からも

出ておりましたが、何かございますか。医療観察法、通達に基づいてやっている情報提供

について、今は処遇段階とか、どの観察所がやっているかとか、接触状況、回数となって

います。それ以外に何か、こういうニーズがあるというのを把握されていたら、教えてほ

しいという御趣旨だと思います。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 我々も、どちらかといいますと、そういったニー

ズが、例えば、役立つ部分があるような情報があるのかどうかといったところをまさに吟

味して、あるいは、それは伝えても大丈夫なものなのか、そういったところを聞き取って

いただくということなのかと思っておりますので、まさにこの中でいろいろと検討を深め

られるのではないかと思っております。 

○太田議長 前田構成員、今の答えでよろしいでしょうか。 

○前田構成員 そうであれば、法務省で御検討されているニーズをまず調査をされた後に、

そのニーズに基づいてヒアリングを行うとした方が、医療機関としては答えやすいという

か、少し現実感を持ってお話ができるのではないかと感じました。 

○太田議長 厚生労働省が検討されている調査は、あくまでも、医療観察法の、入院して

いる入院機関に対する調査ということで、通院の場合における、被害者に対する調査とい

うのは入っていないということでよろしいでしょうか。 

○厚生労働省政策統括官（総合政策担当）付政策企画官 ここに記載させていただいてい

ますとおり、入院医療機関への聞き取りというものを検討しております。 

○太田議長 先ほど近藤構成員からもニーズの話は多少出ていたと思います。被害者がこ

ういうことを知りたいというのがあったかと思いますので、何か一言あれば、いただけま

すでしょうか。 

○近藤構成員 それは被害者によって全然違うと思いますが、詳しいことである必要はな

くて、入院中の対象者がどんな状況なのか、よくなっているのかどうなのかといったこと

を、何も知らせてもらえないということがすごく不安なのです。出てきた後、どうなって

しまうのだろうといったことなど。本当に詳しい、何とか病ですとか、そういうことを別

に知りたいわけではなくて、何も分からないということが不安でしようがない。医療観察

法があるから知らせないという流れが初めからあること、対象者だけが守られて、被害者

に対しては本当におかしくなっても、何でも、しようがないという、そこがつらいのです。

ですから、丁寧に接していただきたいのです。法務省だけではなく、医療と連携してほし

い、そこが、私たちが思っていることなのです。 

○太田議長 これは先ほどの伊藤先生の被害者等通知制度にも関わる問題で、被害者の方

が知りたいのは、更生の度合いだとかであって、単に優遇措置の段階とかだけじゃなくて、

受刑者が事件のことをどう考えているのか、更生の努力をしているのかということだと伺

うことが多いものですから、医療観察についても同じようなニーズがあるのだろうと思い
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ます。 

 伊藤先生、お願いいたします。 

○伊藤先生 細かいことですが、ここで申し上げたほうがいいということですので、発言

いたします。 

 ポンチ絵ですが、これは一般の人が見ることも踏まえて作っていただいて、カラフルで、

とても見やすいと思いました。途切れない支援の提供体制の整備・充実をがんと持ってき

てくださっているのもいいなと思ったのですが、これは計画案文の本文、例えば、４－３

とか４－５とも重なってくることになると思うので、この実態把握のところは、定期的な

調査の実施みたいなことで書いていただけるといいのではないかと思いました。ワンスト

ップサービス体制を打ち出したわけですが、現場はなかなか苦労しているということです

ので、実態調査を定期的にするということを入れて、そして、それが現場の負担にならな

いような調査として実施し、きちんとその結果を公表して、改善策を一緒に考えていくと

いったことが明記されるといいのではないかと思いました。ですので、ポンチ絵のところ、

「支援制度の利用状況の実態把握」では少し弱いのではないかというのが、意見です。 

 ポンチ絵のところでもう一つ申し上げておくと、⑤の刑事手続等への関与拡充というの

を右端に入れてくださっていますが、課題のところの３点目、医療観察対象事件への関与

と書いてしまうと、なかなか一般の人は分かりづらいのではないかと思いました。事件に

被害者が関与するとはどういうことだろうとなってしまうと思います。「事件への関与」と

いう言い方が少々引っかかったということで、お伝えしておきます。 

 それから、非常に細かいことを幾つか申し上げます。 

 計画案文を見ていくと、第５次計画では、ページをクリックするとその項目に飛ぶこと

ができるようになって見やすくなり、この計画案文に親しむことができると思いました。

今回から入っている脚注は、本文の中では詳しく説明できなかったことを説明しているわ

けですが、脚注にＵＲＬを入れるのもいいのではないかと思いました。ＵＲＬを付記する

のは問題があるのかもしれませんが、ＵＲＬから、もっと詳しい情報が得られるようにな

っていると、親切だと思いました。 

 あとは、細かいことになりますが、資料２－２の本文についてです。文章表記上のこと

ですが申し上げますと、63ページの４－35、文部科学省が担当のところ、エの最初の１行

目が読みにくいです。「学校教育関係者等の職務上虐待を受けている」とは、どういうこと

かと思いましたが、これは「学校関係者等の職務上、虐待を受けているこどもを発見しや

すい」だと思います。細かいことですが、少し引っかかったところです。 

 同じように、79ページの31行目の文章は、「こうした状況下で」から始まって、どこで切

れるのかと思って読み進めると、結局、次のページまで行き渡っていて、１文が非常に長

いと感じました。工夫していただけるとありがたいです。 

 くまなく１文１文読んだわけではないですが、一通り読んで気付いた点になります。 

○太田議長 警察庁、お願いいたします。 
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○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 事務局として、申し上げたいと思い

ます。 

 まず、ポンチ絵の①の「実態把握・調査」の中で、定期的な実態把握が必要だというこ

とは承りました。他方で、このポンチ絵は本文を基に作っているポンチ絵でございまして、

ここの「実態把握・調査」の部分は、見え消しの案文で言うと12ページの１－１を基に書

かせていただいているところでございます。もとより、実態把握の在り方は適切にやって

いくことには変わりませんので、その点は御理解いただければと思います。 

 また、ポンチ絵の⑤の部分で、「医療観察対象事件への関与」について御意見をいただき

ました。裁判所も、何々事件と言うように、裁判手続であっても事件という言い方はする

ので、本文で少年事件とか医療観察対象事件という記載ぶりとさせていただいております。

そこと平仄を合わせる趣旨もあったと思いますので、法務省とも検討しますが、そのよう

な意味で「事件」という言葉を選ばせていただきました。 

 そのほか、脚注にＵＲＬを使ったらどうかという点に関しては、また検討をさせていた

だければと思います。 

○太田議長 私の方から１点だけ、申し上げておきます。 

 刑事施設、刑務所における受刑者による被害者への損害賠償については、まず、幹部の

意識改革が必要だと前回申し上げましたが、これについては、研修等の内容を盛り込んで

いただき、それから、保護観察と同じように明確に賠償計画を作成することも含めた働き

掛けという形で、一歩前進していただいているというのは非常にありがたいと思っており

ますが、やはりまだ、それだけではなかなか受刑者による被害者への損害賠償というのは

進まないと思いますので、これは次の課題になるかもしれませんが、私は、もう少し制度

として工夫をする必要があるのではないかと思っております。特に、修文でこのようにし

てほしいということではございませんので、大きな方向性として、将来的にはもう少し制

度そのものに工夫をしていくという必要があるのではないかと考えております。 

 伊藤先生、お願いいたします。 

○伊藤先生 ポンチ絵のことで、先ほど、本文と平仄をそろえていますという話がありま

した。途切れない支援の提供体制のところは、「ニーズに沿った支援を」とありますが、本

文では「ニーズに沿った」ということは１回も出てきていないと思います。「応じた」や「踏

まえ」、「ニーズに応える」という表現は本文にありますが、ニーズとはそもそも社会福祉

の用語なので、少し敏感に反応してしまったのですが、そろえるなら、「ニーズに沿った」

でよいのか、疑問に思いました。御確認ください。 

○太田議長 御検討いただければと思います。 

 武構成員、お願いいたします。 

○武構成員 教えていただきたいところがありまして、見え消しの83ページの「(8) 教育

現場における講演会等の実施」のところの「命の大切さを学ぶ教室」のところですが、私

たちの会の人も何人かの人たちが話に行っています。年々、連携がなくなったということ
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をすごく感じていまして、ここの最初に「教育委員会等の関係機関と連携し」と書いてあ

りますが、私たちは、教育委員会はあまり関わっていないと感じているので、「教育委員会

等の」は、教育委員会が中心になるのか、今まであまり関わっていないから、ここに書か

れているのか、「関係機関と連携し」とは、どのような関係機関を考えておられるのか、教

えていただきたいです。 

 「命の大切さを学ぶ教室」ができた頃はとても熱心で、件数が少なかったからかもしれ

ませんが、例えば、ある県に出かけていくと、市の担当の方、警察の方、そして、出かけ

ていく学校の近くの警察署の方も来てくださったりしていました。そうだったので、いろ

んな人たちと連携できていてありがたいと感じていました。それで、移動中に話をしたり、

待っている間にいろんな話ができたんですけど、今はそれが、あまりなくて、例えば、県

に呼んでいただいたら、県の人だけが来られて、市に行くと、市の人だけ、支援センター

の方が呼んでくださったら、支援センターの方だけだったりすることも結構あります。連

携と言われてない昔の頃の方がとても連携できていたということを、私だけではなく、何

人かの人が、そう感じています。ですので、この「教育委員会等の関係機関と連携」とは

どういうことを考えておられるのかと思いました。 

○太田議長 これは、警察庁、文部科学省、両方ありますので、まず、文部科学省から、

いかがでしょうか。 

○文部科学省大臣官房政策課課長補佐 精緻に現場のところを把握できていないのですが、

教育現場といった場合には、学校が主体となる場合もありますし、教育委員会といった場

合は、県が全体をまとめるとか、個別の市町といったところでやるということもあると思

いますので、幅広くそういった関係者が連携することが必要であるということでこういっ

た記載をしており、何か単独の主体ということではなくて、そういったところが連携をし

ていくことが必要であるという認識の下に記載をしております。 

○太田議長 「命の大切さを学ぶ教室」について、警察庁、お願いいたします。 

○警察庁長官官房審議官（犯罪被害者等施策担当） これはもともと、第４次計画のとき

は、「警察において」という主語があった上で「教育委員会等の関係機関と連携し」云々と

いうふうに書いてあったところ、最初の主語の部分は全体の書きぶりの中で削除されたと

いう経緯がございます。武先生の御指摘のとおり、学校と警察という意味で、かなり連携

が進んでいて教室が開かれるというような流れがある中で、教育委員会の方のコミットが

弱いのではないかという御指摘を含んでいたと思います。我々としても、教育委員会にコ

ミットいただくのは非常に大きいと思っておりますし、それによりいろいろ広がりも出て

くるのかなと思うところもありますので、しっかり、教育委員会も入っていただけるよう

に、連携という意味で努めていく必要があると思っているところでございます。 

○太田議長 よろしいでしょうか。 

○武構成員 私たちは、仕事を休み何時間もかけて遠くに行くことも結構あります。繰り

返しになりますが、そうして出かけて行ったときに、そこで様々な関係者の方たちが集ま
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ってくださることはとても大事だと思うのです。もちろん、近くの場所でもそうあってほ

しいです。被害者の現状を知ることができますし、それが仕事に繋がることもあると思い

ます。例えば、せめて、府、県、市、地域、警察、支援センター等です。最初の頃であれ

ば、被害者の話を聞きに行きたい、同行したいと申請したら行くことができたのに、計画

案ができたことでそこに細かく書かれていなかったためにできなくなったようでした。最

初の頃は熱意や運用でできたことが、計画案としてしっかりできてしまうことで、書かれ

ていないと出かけられないとか、書かれていないことはできないとか、そういうことが出

てきているように思うので、もったいないと思っています。 

 なので、この計画案に関係機関、つまり府、県、市、地域、警察、支援センター等は、

「命の大切さを学ぶ教室」には、積極的に参加をするように、そのためにも日頃から連携

をするようにと文章化していただきたいです。 

 そして、もう一つ知っていただきたいことは、被害者の話を１回聞いたから分かったこ

とにならないので、繰り返し聞いていただきたいのです。 

 そのこともどこかに文章化していただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。 

○太田議長 運用で御検討いただければと思います。 

 これまで、９回の会議にわたって検討を重ねてまいりました。皆様からいただいた様々

な意見を基に、警察庁と各関係府省庁がかなりぎりぎりのところで詰めていただいており

ます。ただ、皆様の要望が完全に反映されるかというと、そういうことではないかと思い

ます。まだまだ検討という形のレベルで止まってしまっているものもあるかとは思います

が、今回の第５次計画については、総論という部分を新しく作ったり、それを踏まえて、

かなり様々なテーマについて第４次計画から進んだ内容もたくさんあるのではないかと思

います。これも皆様の御協力のおかげだと思っております。ただ、10月に推進会議決定を

してパブリックコメントにかけなければいけない日程上、かなりぎりぎりのところになっ

ております。つきましては、私、議長の方からの提案でございますが、本日いただいた御

意見を踏まえまして、私と警察庁及び関係府省庁の方で詰めさせていただきまして、それ

をどこまで盛り込めるかというのを検討させていただきますので、この修正につきまして

は、議長である私に御一任いただければと思いますが、いかがでございましょうか。よろ

しいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり。） 

 

 ありがとうございます。それでは、修正については私に御一任いただきまして、その結

果を踏まえた内容をパブリックコメントにかけさせていただくということにさせていただ

きたいと思います。 

 修正した内容については、また改めて事務局から皆様に御連絡させていただきます。 

 本日、これで議題の二つ目が終わりまして、最後の議題、被害者関連施策の関係府省庁
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からの説明に入ります。 

 まず、内閣府から、性犯罪と性暴力、それから、交通事故に関する被害者支援の施策を

含む政府計画の策定状況について、御説明を頂戴したいと思います。 

○内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課長 資料３－１に基づきまして、第６次男女共

同参画基本計画の策定について、御説明いたします。 

 １枚、おめくりください。男女共同参画基本計画とは何かということですが、平成11年

に成立した男女共同参画社会基本法に基づく５年間の法定計画として、平成12年より策定

しております。現在、第５次計画の最終年でございまして、次期第６次計画については、

男女共同参画会議の下に設置されております、第６次基本計画策定専門調査会において検

討が進められているところでございます。 

 ２ページ目を御覧ください。策定スケジュール・計画策定のプロセスでございます。昨

年度の冬にキックオフをしておりまして、この８月に「基本的な考え方」（素案）を取りま

とめまして、先日、公聴会が行われたところでございます。パブリックコメントにつきま

しても、昨日まで、３週間行いました。今後、更に検討を進めまして、12月の閣議決定を

予定しております。 

 ３ページ目でございます。６次計画の概要でございます。基本的な方針と政策編から成

っておりまして、男女共同参画に関する取組が網羅的に記載されております。犯罪被害者

支援に係る施策については、第６分野、ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社

会基盤の形成と被害者支援の充実に記載されております。こちらの分野名ですが、第５次

計画では、女性に対するあらゆる暴力の根絶でございました。ただ、第６次計画策定に当

たりまして、配偶者への暴力や性暴力等においては、男性や性的マイノリティーの方々な

ど、多様な被害者がいらっしゃるということを念頭に施策を講じていく必要があるという

認識から、国際的に使われている語を用いることにしたものでございます。 

 次のページでございます。第６分野の内容です。基本認識では、「性犯罪・性暴力等、あ

らゆる暴力の根絶は国としての責務である。」、「暴力の背景には、依然、根深い偏見があ

る。」、「男性や性的マイノリティー等、様々な被害者が存在するため、あらゆる暴力を容認

しない姿勢を示すことが重要である。」、「被害者に対しては、早期から切れ目なく、包括的

に支援を提供することが重要」としております。 

 各施策分野については、９つに項目を分けて、記載をしております。内閣府の施策のほ

か、警察庁、こども家庭庁、厚生労働省、法務省等の施策を記載させていただいておりま

す。 

 内閣府の主な取組について、御紹介させていただきます。まず、ジェンダーに基づくあ

らゆる暴力の予防と被害者支援の基盤強化のところですが、ここでは、社会全体での機運

の醸成といったこと、また、相談・支援に携わる方や医療関係者等に対する研修機会の充

実について、記載しております。 

 次に、性犯罪・性暴力への対策の推進ですが、ワンストップ支援センターは、今現在、
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47都道府県、52か所ございますが、こちらの運営の安定化や支援の質の向上を図ること、

また、ワンストップ支援センターと地域の関係機関とのネットワークの構築の促進といっ

たことについて、記載させていただいております。 

 最後、ＤＶの防止、被害者保護といったところですが、令和５年にＤＶ法が改正されま

した。ですので、その取組状況についての把握・分析、今後の施策の充実について検討す

るということにしております。また、被害者支援の一環として、加害者プログラムの実施

も推進することとしております。 

○内閣府政策統括官（共生・共助担当）付参事官（交通安全対策担当） 資料３－２を御

覧ください。 

 まず、表紙をおめくりいただいて、右下にページ番号があります。資料３－２の１ペー

ジ目の上段を御覧ください。こちらに、交通安全基本計画についての説明があります。中

身としましては、陸、海、空にわたり講ずべき交通の安全に関する総合的かつ長期的な施

策の大綱をまとめたものです。1970年（昭和45年）、ちょうどモータリゼーションのさなか

にできた交通安全対策基本法に基づいて、内閣総理大臣を会長とする中央交通安全対策会

議が作成することになっておりまして、内閣府が事務局を務めております。この基本計画

に基づきまして、国の指定行政機関では、毎年度、交通安全業務計画を、また、地方行政

機関においても、中長期的な都道府県交通安全計画や、年度ごとの都道府県交通安全実施

計画等を作成し、実施しております。現在は、令和３年度から７年度までの５か年を計画

期間とする、第11次交通安全基本計画に基づいて施策を実施しております。 

 次に、後段になりますが、現在策定中の第12次交通安全基本計画の骨子について、御説

明いたします。こちらは、令和８年度から開始されまして、ただいま、中央交通安全対策

会議が設置した専門委員会議を開催して、検討を進めているところです。 

 次に、１ページの中ほどから始まっておりますが、この骨子案について、関係する部分

を抜き書きしております。まず、計画の基本理念において横断的に重要な事項として、交

通事故被害者等に対する支援の更なる充実を図ることとしています。 

 次に、陸上交通、海上交通、航空交通のそれぞれの分野における、被害者支援施策を盛

り込んでおります。この中から具体的に幾つか取り上げて御説明します。陸上交通につき

ましては、１ページ目の下の方、二つ目の黒丸、犯罪被害者等基本法の下、交通事故被害

者等のための施策を総合的かつ計画的に推進すると、記載しております。 

 ２ページ目に移りまして、一つ目の黒丸ですが、自動車事故被害者に対する適切な情報

提供の徹底を保険会社等に指導するなど、自動車損害賠償責任保険（共済）に係る保険金

（共済金）の支払い等の適正化を図るとしています。 

 二つ目の黒丸では、ひき逃げや無保険（無共済）車両による交通事故の被害者への救済

の観点から、政府の自動車損害賠償保障事業の適正な運用を図るとしています。 

 四つ目の黒丸ですが、弁護士による無償の自動車事故に関する法律相談・示談あっせん

等を受けられるよう、日弁連交通事故相談センターにおける体制の充実を図り、損害賠償
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請求の援助活動等を整備としています。 

 五つ目の黒丸では、独立行政法人自動車事故対策機構、公益財団法人交通遺児等育成基

金等による、自動車事故被害者等に対する援助措置を充実することなどを盛り込んでおり

ます。 

 そして、３ページの中ほどに鉄道交通がありますが、情報提供のための窓口機能等を担

うことに加えて、外部機関とのネットワークを構築するなど、公共交通事故の被害者等へ

の支援の取組を着実に進めてまいります。 

 そして、同じく３ページ目の下の方にあります海上交通においては、プレジャーボート

の保険加入を促進すること、４ページ目に移りまして、海難事故に備えた保険契約の締結

等被害者保護のための船主等の賠償責任保障制度の充実に取り組むことなどを盛り込んで

おります。 

 同じく４ページ目の中ほどにあります航空交通においては、国が管理する空港等におい

て自家用航空機を使用する際には、被害者保護のための航空保険（第三者賠償責任保険）

に加入していることを確認することにより、無保険の状態で飛行することのないようにす

る対策を講じるなどを盛り込んでおります。 

 最後に、４ページ目の下半分にあります計画策定スケジュールについてですが、今後の

予定として、本年９月下旬、来週ですが、中央交通安全対策会議が設置した専門委員会議、

第４回を開催しまして、第12次交通安全基本計画中間案、全体の中間案について議論を行

いまして、その後、パブリックコメント、公聴会などを経まして、令和８年１月下旬に第

５回専門委員会を開いて、そちらにて第12次交通安全基本計画案について議論を行いまし

て、同じく令和８年３月に中央交通安全対策会議にて第12次交通安全基本計画が決定され

る予定です。 

○太田議長 次に、法務省から、犯罪被害者等支援弁護士制度について、説明をお願いい

たします。 

○法務省大臣官房政策立案総括審議官 資料３－３を御覧いただければと思います。 

 まず、上段に、制度の概要や趣旨が記載されております。令和６年の総合法律支援法改

正により成立いたしました犯罪被害者等支援弁護士制度につきましては、犯罪被害を受け

た方やその御家族が精神的・身体的被害により、刑事手続への適切な関与、あるいは被害

の回復・軽減のための法的対応等を自ら行えず、経済的困窮から弁護士による援助を受け

られない場合があることを踏まえた制度でございます。内容としては、原則として法テラ

スが費用を負担して、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を行うという

ものでございます。 

 二つ目、制度のイメージという欄がございます。法テラスは、対象となる犯罪の被害を

受けた方やその御家族からの問合せに対しまして、本制度や犯罪被害者支援に詳しい弁護

士の紹介を行うということになります。紹介を受けた弁護士は、法律相談や各種の法律事

務等を実施しまして、法テラスは費用の支払い等を行うという流れになっております。 
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 弁護士が行う法律事務等の具体的な内容ですが、制度のイメージ欄の右側に記載がござ

います。包括的かつ継続的な援助に資するようにということで、被害届の作成から取材対

応といったところまで、多岐にわたるものが含まれ得るとなっております。 

 それから、上から三つ目に、対象犯罪という欄がございます。まず、①と②で、法律で

定められた対象犯罪といたしまして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪、それから、

刑法における一定の性犯罪等というふうに定められております。それに加えまして、③に

ありますように、政令で、対象犯罪、被害の程度を定めるということとされております。 

 以上が、制度の概要となります。 

 下段に、制度の施行準備状況という欄がございます。まず、一つ目ですが、対象犯罪等

を定める政令と施行期日に係る政令を本年９月５日に制定しているところです。まず、対

象犯罪等につきまして、被害あるいは経済的困窮から援助する必要性、そういったものが

類型的に高いと言うことができるものとして、政令で定める罪として、故意の犯罪行為に

より人を負傷させた罪としております。この中には、具体的には、傷害罪といったものの

ほか、危険運転致傷罪も含まれるという整理をしております。また、政令で定める被害の

程度という部分ですが、まず、治療期間３か月以上の負傷又は疾病を負った場合を挙げて

おります。さらに、後遺障害が残存した場合につきましても広く制度の対象として取り込

めるようにするため、犯罪被害給付制度の障害給付金の支給対象となります第１級から第

14級の後遺障害が残存する負傷又は疾病を負った場合としております。この中には、体の

局部にしびれ等の神経症状を残すものや、服することができる労務が相当な程度に制限さ

れる精神の障害等が含まれるという整理になっております。また、施行期日に係る政令に

ついては、改正法の施行日を令和８年１月13日としております。 

 続いて、２の「業務方法書等による制度の詳細の策定」という欄がございます。制度の

詳細につきましては、業務方法書というものに定めることになっております。ここでは、

資力要件等の詳細を具体的に定めていくということになっておりますけれども、現在、準

備を進めておりまして、間もなくになりますが、本年９月中には法務大臣の認可を得る予

定で進めております。 

 ３つ目にスケジュールというところがありますが、今申し上げましたように、９月中に

は業務方法書について法務大臣の認可を得ることとしておりまして、その上で、来年の１

月13日が施行日になりますので、準備をしっかり進めていくというところです。関係機関

等、特に被害を受けた方と早期に接することの多い警察、検察庁、そういったところとも

緊密に連携して、制度の周知・広報、担い手となる弁護士の確保といったこと、あるいは、

法テラスにおける業務システムの構築等、所要の準備を着実に進めているところです。 

○太田議長 最後に、警察庁から、犯罪被害者支援の広報啓発について、説明をお願いい

たします。 

○警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課長 広報啓発関係につきましては、資料３－４、

横置きの資料を御覧いただければと思います。 
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 こちらの左側の欄に記載のとおり、今年度は11月を広報啓発の強化期間と設定いたしま

した。また、来年度以降は、今、財務省に予算要求中ですが、11月を正式に犯罪被害者月

間として、政府全体を挙げて、その広報により力を入れていく予定です。 

 この際、私からは、今、私の手前にあります、シンボルマーク、キャラクターについて、

宣伝・周知をしておきたいと思います。ここにおられる皆様にとってはおなじみかもしれ

ませんが、「ギュっとちゃん」であります。この「ギュっとちゃん」、パソコン、スマホな

どで文字を入力すると、大体、「っ」が片仮名になってしまうのですが、正式には、小さい

「っ」は平仮名でございます。思いやりとやさしさのシンボルマーク、ハートをぎゅっと

抱く「ギュっとちゃん」として、実はかれこれ15年近くの歴史を有しております。もっと

も、世間的にはまだまだ、その認知度は低く、また、本会議でも先生方から様々御指摘を

いただいておりますとおり、残念ながら犯罪被害者支援に係る国民の理解も十分に得られ

ているとは言い難いところです。 

 そこで、資料の右側にありますとおり、警察庁では本年６月から、「ギュっとＣＨ（チャ

ンネル）」といったポータルサイト、あるいは被害者支援に係るＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）も

新設をいたしました。ぜひ、皆様、このＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）のフォローを何とぞよろ

しくお願いしたいと思っております。これは、フォロワー数が増えることで、被害者の皆

様、関係者の方々には、見えないところで理解をしてくれている人がこれだけいるという

ことが数字として可視化され、被害者の方々の孤立感を癒やす数字にもなると考えている

ところでございます。 

 こうした観点から、先日、警察庁の次長が経団連の幹事会に出向きまして、企業社長400

名近くを前に、講演を実施したところでございます。また、当庁長官以下、今、幹部の名

刺の裏面には、このＸのＱＲコードを入れることになっております。会議の入り口にも、

サンプルを置いております。もし御関心あれば、名刺裏面のデザインを我々から提供する

ことは可能でございます。今、万博でミャクミャクがはやっていますが、ミャクミャクも

そろそろ引退されるので、目指せ打倒とは言いませんが、そう簡単にはいかないかもしれ

ないですが、私ども警察は各県警がマスコットキャラクターを持っているので、そのマス

コットキャラクターとのコラボ、あるいは企業キャラクターとのコラボなど、「ギュっとち

ゃん」の認知度向上について、私自身、今、様々汗をかいているところです。とはいえ、

私自身、様々な業界や企業を回っていますと、犯罪被害者支援とか被害者施策というのは、

テーマとして重いですと、現実的には取上げ方がなかなか難しいといった反応がしばしば

返ってくることがあります。企業による社会貢献事業、そういった文脈での取上げ方はで

きませんかなどと交渉するんですけれども、各社それぞれ、自身の企業のイメージとの関

係からすると、犯罪や被害といった言葉、文字の持つネガティブさから、及び腰になられ

るところも一定程度あるように感じております。確かに、日常的な関心を持っていない方々

に対して犯罪被害者支援を言葉で語って伝えるには、一定の難しさがあるんだろうと思い

ます。ただ、だからこそ、「ギュっとちゃん」、このキャラクターの存在意義があるんだろ
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うと、私自身は感じております。「ギュっとちゃん」というキャラクターを通じて、思いや

りとか優しさ、そして、他者への配慮ということについて、真っ正面から問い、また、考

えるきっかけを作るという、こうした取組は時として殺伐な現代社会だからこそ大切なこ

となのではないかと、私自身は個人的に強く考えております。つきましては、皆様におか

れましてもぜひ、「ギュっとちゃん」の認知度向上を通じた犯罪被害者施策に関する国民の

理解増進について、御協力、御尽力を賜れればと思っているところです。 

 まずはこのＸのフォローが支援の第一歩になるということで、何とぞ皆様の御協力を賜

れればと思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

○太田議長 ありがとうございました。 

 今、３つの府省庁から施策について説明をいただきましたけど、これについて何か質問

や御意見ありましたら、お願いいたします。 

 まず、和氣構成員、お願いいたします。 

○和氣構成員 「ギュっとちゃん」が並んでおりますけど、あれを見て、非常にやる気を

感じました。ありがとうございます。更に進めていただきたいと思います。 

 あと１件、よろしいでしょうか。内閣府から出されております交通関係なのですけれど

も、悪質な交通が全然なくならない、更に悪質な交通が増えていると感じています。毎年、

春秋には、交通安全週間が開かれておりまして、道路のところにテントを張って、中に数

名担当の方がいらっしゃいます。栃木県の中で、テントのところに紅白の幕を張っていた

り、テントに提灯をぶら下げたり、何かお祭り騒ぎのようなやり方をしているところがあ

ります。犯罪被害者、交通事故の被害者からしますと、非常に気分が悪い状況も見受けら

れますので、決してお祭りではないというところを、ぜひもう一度、交通安全週間に対し

て考えていっていただければありがたく思います。 

○太田議長 伊藤先生、お願いいたします。 

○伊藤先生 法務省から説明がありました犯罪被害者等支援弁護士制度について、御説明

いただけたらと思います。 

 対象犯罪等のところの説明ですが、犯罪被害給付制度の障害給付金の支給対象となる後

遺障害を負った方についてもこれが対象となるという御説明でした。この給付制度の障害

給付金が支給されるかどうかが決まるまでは結構長くかかると聞いています。そのような

長い期間を経た後で後遺障害が残ったというふうになった場合、弁護士による法的支援は

どういうものが想定されるのか、教えていただけますか。 

○太田議長 法務省、お願いいたします。 

○法務省大臣官房司法法制部参事官 御質問、ありがとうございます。この第１級から第

14級の後遺障害というのは、それが正式に認定されてから支援制度が始まるというもので

はございません。まず、相談があったときに、例えば、しびれ等が残るというような医療

的な何か裏付けがあるようでしたら、それを基にこの支援制度が利用できるということで

ございますので、それに基づいて、各種被害届を出すなど、そういったようなことは支援
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として始めることができるということを想定しております。 

○伊藤先生 障害認定ではなく、ということなのですね。障害が残りそうという程度から

支援が入るということですか。 

○法務省大臣官房司法法制部参事官 そうでございます。 

○伊藤先生 分かりました。ありがとうございました。 

○太田議長 武構成員、お願いいたします。 

○武構成員 私も支援弁護士制度のことなのですけど、これができるのを待っていました。

ありがとうございます。 

 この内容なのですが、損害賠償に向けた交渉とか訴訟代理、これはよくあるのですが、

例えば、損害賠償の判決が出た後、加害者が支払わないとき、今は被害者が交渉している

人が多いのですが、そういうことまでしてもらえるのでしょうか。それとも、期間が決ま

っているのか、教えていただきたいです。 

○法務省大臣官房司法法制部参事官 御質問、ありがとうございます。特に期間が決まっ

ているものではございません。裁判がなされて、賠償金が実際に得られるまで行うという

ことを制度としては想定しているものでございます。 

○太田議長 私からも似たような質問がございまして、例えば、損害賠償の民事判決が出

ても、10年たつと時効になってしまいますよね。例えば、30年も刑務所に入っていると２

回も３回も再提訴しなければいけない。時効のときに再提訴したいという場合には、改め

て新規に申請して、この段階で要件を満たしていれば、何回でも被害者等支援弁護士の支

援を受けられるということでよろしいでしょうか。 

○法務省大臣官房司法法制部参事官 特に終期が設けられているものではございませんの

で、その時々で、審査はさせていただきますが、本制度がカバーするものであれば対応で

きるということを想定しております。 

○太田議長 分かりました。資力要件については未公表ということでございますね。 

○法務省大臣官房司法法制部参事官 そうですね。今、検討中でございます。 

○太田議長 分かりました。 

 それでは、三つの官庁から説明いただきましたが、内閣府の方でも二つ、同じような時

期に基本計画の策定が進んでいるということでございますので、この犯罪被害者等基本計

画も含めて、関係府省庁の間で連携を取って進めていただければと思います。 

 それでは、本日の討議は以上ということになります。 

 それでは、今後のスケジュール等について、事務局の説明をお願いいたします。 

○警察庁長官官房参事官（犯罪被害者等施策担当） 本年１月の会議から全部で９回にわ

たり、第５次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた御議論を頂戴しました。御多忙の折、

多大な御協力を賜り、大変感謝申し上げます。また、関係府省庁の皆様におかれましても、

連日、御対応いただきましたこと、これも心より感謝申し上げます。 

 本日の御議論を踏まえた修正や点検等を行った後、この会議の親会でございます犯罪被
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害者等施策推進会議の決定を経て、11月上旬をめどにパブリックコメントに付す予定です。

そのパブコメの結果を取りまとめるなどした上で、12月頃に次回の会議を開催したいと考

えております。来年３月の最後の閣議決定までは、12月頃の次回の会議、１月頃の次々回

の会議、２回の会議の開催を予定しております。今後の日程につきましては、別途、調整

をさせていただきたいと思います。 

○太田議長 それでは、これをもちまして、本日の会議は終了とさせていただきます。御

協力、ありがとうございました。それではまた、次回の会議のときによろしくお願いいた

します。 


